
議 会 だ よ り平成２５年（２０１３年）２月１５日発行 （２３６号）　 　－２－

賛
成
討
論
（
要
旨
）

　

中
山
克
己
（
自
民
党
小
金
井
）

　

障
が
い
者
、
保
育
・
子
育
て
支
援

他
、
自
転
車
駐
車
場
対
策
、
木
造
住

宅
耐
震
診
断
及
び
改
修
等
の
重
点
項

目
へ
の
措
置
を
評
価
す
る
。
財
政
面

で
は
、
市
税
収
入
全
体
で
約
２
億
５

千　

万
円
増
と
な
っ
て
い
る
が
、
生

５００
活
保
護
費
等
の
社
会
保
障
関
連
経
費

の
自
然
増
に
一
般
財
源
だ
け
で
は
対

応
で
き
ず
、
財
政
調
整
基
金
を
取
り

崩
し
た
財
政
運
営
と
な
っ
て
い
る
。

　

市
財
政
は
厳
し
い
状
況
が
続
い
て

ゆ
く
な
か
で
市
民
ニ
ー
ズ
を
的
確
に

捉
え
市
政
の
優
先
順
位
を
踏
ま
え
た

補
正
予
算
と
な
っ
て
い
る
事
は
大
い

に
評
価
で
き
、
本
予
算
に
賛
成
す
る
。

 　

平
成　

年　

月　

日
の
本
会
議
に

２４

１１

２９

お
い
て
、
総
務
企
画
委
員
会
に
付
託

し
、　

月　

日
の
委
員
会
で
審
査
し

１２

１２

ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
は
、
平
成　

年
６
月

２４

　

日
付
け
で
、
災
害
対
策
基
本
法
の

２７一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
防
災
会
議
委
員
の

構
成
及
び
委
員
数
並
び
に
防
災
会
議

の
所
掌
事
務
を
改
め
る
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　
　

月　

日
の
本
会
議
で
は
、
採
決

１２

２０

の
結
果
、
起
立
多
数
に
よ
り
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

　

露
口
哲
治
（
自
民
党
小
金
井
）

　

自
衛
隊
法
上
の
「
災
害
」
に
対
す

る
定
義
は
な
く
、
従
た
る
任
務
で
あ

る
が
、
災
害
時
の
自
衛
隊
の
参
加
に

つ
い
て
は
、
知
事
か
ら
の
要
請
が
な

く
て
も
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
市

町
村
長
か
ら
の
通
知
を
受
け
て
、
自

衛
隊
側
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
災

害
派
遣
が
で
き
る
自
主
派
遣
、
及
び

防
衛
省
防
災
業
務
計
画
等
に
よ
り
そ

の
条
件
は
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
し

小
金
井
市
防
災
会
議
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

た
が
っ
て
、
防
災
会
議
に
自
衛
隊
が

加
わ
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
、
む
し

ろ
地
域
の
特
性
を
事
前
に
自
衛
隊
が

知
る
こ
と
は
よ
り
災
害
予
防
や
減
災

強
化
に
貢
献
す
る
こ
と
と
言
え
る
。

 　

平
成　

年　

月　

日
の
本
会
議
に

２４

１１

３０

お
い
て
、
総
務
企
画
委
員
会
に
付
託

し
、　

月　

日
の
委
員
会
で
審
査
し

１２

１２

ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
、
暴
力
団
排
除
活
動

に
関
し
基
本
理
念
を
定
め
、
市
及
び

市
民
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
暴
力
団
排
除
活
動

を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
等
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
で
平
穏
な
生

活
を
確
保
し
、
事
業
活
動
の
健
全
な

発
展
に
寄
与
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
　

月　

日
の
本
会
議
で
は
、
採
決

１２

２０

の
結
果
、
起
立
多
数
に
よ
り
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

　

片
山
薫
（
み
ど
り
・
市
民
）

　

暴
力
団
を
地
域
社
会
か
ら
な
く
す

と
い
う
目
的
に
対
し
て
異
議
は
な
い

が
、
運
用
に
よ
っ
て
は
重
大
な
人
権

侵
害
に
及
ぶ
疑
念
が
あ
る
。「
風
貌

や
振
る
舞
い
、
言
葉
使
い
な
ど
に
よ

っ
て
『
暴
力
団
関
係
者
』
と
判
断
す

る
」
と
い
う
、
見
か
け
に
よ
る
差
別

に
繋
が
り
か
ね
な
い
答
弁
も
あ
っ
た
。

個
人
情
報
収
集
と
警
察
へ
の
提
供
に

つ
い
て
審
議
会
へ
の
報
告
も
明
記
さ

れ
て
い
な
い
。
暴
力
団
脱
退
者
の
更

生
を
手
助
け
す
る
保
護
司
か
ら
も
反

対
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

 　

平
成　

年　

月　

日
の
東
京
都
人

２４

１０

１２

事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
き
、
公
民
較

差
の
解
消
を
図
る
た
め
、
住
居
手
当

小

金

井

市

暴

力

団

排

除

条

例

小
金
井
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員

の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す

る
条
例
及
び
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

審
議
し
た
主
な
議
案

 　
　

月　

日
の
本
会
議
に
お
い
て
予

１１

２９

算
特
別
委
員
会（
武
井
正
明
委
員
長
）

に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

月　

日
の
委
員
会
で
は
、
歳
入
、

１２

１３

歳
出
、
総
括
の
順
に
審
査
を
行
い
、

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
、
増
額
補
正
と
し
て
、

民
間
保
育
所
等
運
営
に
要
す
る
経
費

（
３
千　

万
５
千
円
）、
認
証
保
育

４４１

所
運
営
に
要
す
る
経
費
（
２
千　

万
３０２

３
千
円
）、
生
活
保
護
扶
助
に
要
す

る
経
費
（
３
億
１
千　

万
７
千
円
）、

７８８

平
成　

年
度
障
害
者
施
策
推
進
区
市

２３

町
村
包
括
補
助
事
業
都
補
助
金
返
還

金
（　

万
２
千
円
）、
四
種
混
合
予
防

２３８
接
種
に
要
す
る
経
費
（
千　

万
３
千

１５７

円
）、
環
境
対
策
事
務
に
要
す
る
経

費
（　

万
２
千
円
）、
都
道　

号
線
整

１２

１３４

備
に
要
す
る
経
費（
千
６
万
８
千
円
）、

ス
ポ
ー
ツ
祭
東
京
２
０
１
３
に
要
す

る
経
費
（　

万
円
）、
木
造
住
宅
耐
震

９６６

助
成
に
要
す
る
経
費（　

万
１
千
円
）。

６０９

減
額
補
正
と
し
て
、
三
種
混
合
予
防

接
種
に
要
す
る
経
費
（　

万
円
）
な

５６７

ど
で
す
。

　
　

月　

日
の
本
会
議
で
は
起
立
採

１２

２０

決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し

ま
し
た
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

　

田
頭
祐
子
（
み
ど
り
・
市
民
）

　

都
道　

号
線
の
整
備
経
費
は
土
地

１３４

収
容
が
前
提
の
予
算
で
あ
り
、
現
在

進
行
中
の
住
民
と
信
頼
関
係
を
損
ね
、

悪
影
響
を
及
ぼ
す
懸
念
が
あ
る
。
更

に
最
大
の
理
由
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

招
致
の
気
運
醸
成
事
業
。
首
都
直
下

平

成　

年

小

金

井

市

２４

一

般

会

計

補

正

予

算

（
第　

回
）

１０

型
地
震
の
発
生
確
率
は
「
４
年
以
内

　

％
以
下
、　

年
以
内　

％
」。
都

５０

３０

８３

で
も
防
災
計
画
の
見
直
し
が
図
ら
れ

て
い
る
今
、
世
界
中
か
ら
来
ら
れ
る

人
々
と
国
民
の
命
を
守
れ
る
の
か
。

安
全
性
が
見
え
な
い
ま
ま
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
招
致
は
行
う
べ
き
で
な
い
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

　

渡
辺
ふ
き
子
（
公
明
党
）

　

長
引
く
経
済
不
況
で
あ
り
な
が
ら
、

市
税
の
増
額
補
正
は
評
価
し
た
い
。

　

歳
出
で
際
立
つ
の
は
、
生
活
保
護

費
で
あ
る
。

　

他
に
、
ポ
リ
オ
生
ワ
ク
チ
ン
接
種

か
ら
、
安
全
性
の
高
い
不
活
化
ワ
ク

チ
ン
接
種
へ
の
切
換
え
に
伴
う
四
種

混
合
予
防
接
種
費
。
通
学
路
の
安
全

対
策
が
迫
ら
れ
る
第
一
小
学
校
交
差

点
付
近
の
環
境
影
響
調
査
委
託
料
。

木
造
住
宅
耐
震
助
成
に
要
す
る
経
費
。

ス
ポ
ー
ツ
祭
東
京
２
０
１
３
の
啓
発

事
業
費
等
、
本
予
算
は
、
市
民
の
生

命
と
健
康
を
守
り
、
市
民
生
活
に
活

力
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
賛
成
す
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

　

板
倉
真
也
（
日
本
共
産
党
）

　

今
回
の
補
正
予
算
に
は
、
連
雀
通

り
の
道
路
拡
幅
事
業
に
対
し
て
、
土

地
収
用
に
向
け
た
経
費
が
組
ま
れ
て

い
る
。
権
利
者
と
は
こ
の
間
、
交
渉

を
進
め
て
お
り
、
話
合
い
や
協
議
を

行
え
る
環
境
に
あ
る
。
収
用
法
に
基

づ
く
手
続
に
入
る
こ
と
は
、
話
合
い

に
応
じ
て
い
る
市
民
に
対
し
て
、
話

合
い
の
テ
ー
ブ
ル
を
ひ
っ
く
り
返
す

行
為
と
な
り
、
信
義
に
反
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

今
回
の
予
算
は
、
今
後
の
小
金
井

市
の
道
路
拡
幅
事
業
や
ま
ち
づ
く
り

に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
断

じ
て
認
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

審
議
し
た
主
な
議
案

と
、
給
料
月
額
の
改
定
で
、
給
与
の

見
直
し
を
行
う
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
住
居
手
当
の
抜
本

的
な
見
直
し
を
行
い
、
支
給
対
象
者

を
若
年
層（
当
該
年
度
末　

歳
未
満
）

３５

の
借
家
・
借
間
に
居
住
す
る
世
帯
主

等
に
限
定
し
、
自
宅
に
居
住
す
る
職

員
及
び
管
理
職
は
支
給
対
象
外
に
す

る
も
の
で
す
。

　
　

月　

日
の
本
会
議
で
は
、
採
決

１２

２０

の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま

し
た
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

　

渡
辺
大
三
（
み
ど
り
・
市
民
）

　

東
京
都
職
員
の
二
倍
の
水
準
と
な

っ
て
い
る
小
金
井
市
職
員
の
住
居
手

当
を
、
東
京
都
の
水
準
に
合
致
さ
せ

る
内
容
で
あ
る
の
で
、
中
間
的
な
到

達
点
と
し
て
評
価
し
、
賛
同
す
る
。

こ
の
内
容
で
労
使
合
意
に
至
っ
た
背

景
に
は
、
先
の
直
接
請
求
が
影
響
し

て
い
る
。「
市
民
が
動
け
ば
政
治
が

変
わ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。

一
方
、
直
接
請
求
の
項
目
の
う
ち
、

今
回
は
提
案
に
至
っ
て
い
な
い
も
の

も
あ
る
。
退
職
金
の
引
下
げ
、
扶
養

手
当
の
引
下
げ
、
期
末
手
当
の
支
給

回
数
減
な
ど
の
改
革
を
速
や
か
に
進

め
る
よ
う
要
望
す
る
。

小金井市議会議員の税等の納付状況
（平成２５年１月調査時の納付状況を掲載しています。）

田
頭　

祐
子

渡
辺　

大
三

篠
原
ひ
ろ
し

武
井　

正
明

村
山　

秀
貴

鈴
木　

成
夫

宮
崎　

晴
光

野
見
山
修
吉

青
木
ひ
か
る

森
戸　

洋
子

板
倉　

真
也

紀　

由
紀
子

宮
下　
　

誠

露
口　

哲
治

中
根　

三
枝

漢
人　

明
子

片
山　
　

薫

関
根　

優
司

水
上　

洋
志

小
林　

正
樹

渡
辺
ふ
き
子

遠
藤
百
合
子

中
山　

克
己

議　員　名

項目・年度等

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２１年分

所 得 税 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２２年分

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２３年分

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２１年度
個人市民税・
都 民 税 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２２年度

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２３年度

△△○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２１年度
健 康
保険税（料） ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２２年度

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○２３年度

○○－○○○－○○○○○○○－○○○○○○○○２１年度

年金保険料 ○○－○○△－○○○○○○○－○○○○○○○○２２年度

○○－－○△－○○○○○○○－○○○○○○○○２３年度

※１　納付状況は、議員である期間を公開しています。
　２　表示例は、○当該年分又は年度に納付すべき額がすべて年度内に納付されている場合
　　　　　　　　△当該年分又は年度に納付すべき額が一部年度を越えて納付されている場合
　　　　　　　　×当該年分又は年度に納付すべき額がまったく納付されていない場合
　　　　　　　　－６０歳の誕生日を過ぎたことにより、納付義務がない場合


